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第  1  章 総　　　則

労働条件の原則　

第1条　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必
要を充たすべきものでなければならない。
2　この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはな
らないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

［1］労働条件の原則

本条は、労働者に人間として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働
条件を保障することを宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基
本概念として常に考慮しなければならないものである（昭22.9.13 発基17
号）。
「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿
舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇を意味し
ている。
労基法は憲法第27条第 2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に
関する基準は、法律でこれを定める。」に基づいて定められた法律であ
り、当然本条の「人たるに値する生活」とは、憲法第25条の「健康で文化
的な最低限度の生活」と同じ趣旨であるといえる。
「人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて
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考えること」（昭22.9.13 発基17号）とし、標準家族の範囲はその時その社
会の一般通念によって理解さるべきものである（昭22.11.27 基発401号）
としている。
本条第 2項は、
・労基法が定める労働条件の基準は最低のものであること
・労使当事者はこの法律で定める基準を理由として労働条件を引き下げ
てはならないこと
・労働条件の向上を図るように努めなければならないこと
を義務付けている。
労働関係の当事者
労働関係とは、使用者・労働者間の労務提供―賃金支払い関係を軸とす
る関係をいい、その当事者とは、使用者及び労働者のほかに、使用者団体
と労働組合を含む。
この基準を理由として労働条件を低下させてはならない
「この基準を理由として」というのは、労働基準法の規定が労働条件低
下の決定的理由となっている場合をいう。

［2］本条違反

本条第 1項は原則の宣明であるから義務違反の問題はない。
本条第 2項については罰則の定めはない。

労働条件の決定　

第2条　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定
すべきものである。
2　労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守
し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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第 1 章　総　　　則

［1］労働条件の決定

本条第 1項では、労働者と使用者が対等の立場で労働条件を決定すべき
であるという法の理念を明らかにしている。
「対等の立場」とは実質的対等を意味しているが、現実の個別的労働関
係においては、労働者は使用者に対して弱い立場におかれている。「対等
の立場」を実現するのは団結権や団体交渉権であるが、ここでは、実質的
対等を実現する手段については言及されていないので、実質的対等の実現
を目指すべきことを明らかにしていると解される。
本条第 2項の労働協約・就業規則・労働契約の遵守・履行義務は、労働
者および使用者に特段の義務を課したものではなく、理念として明らかに
したものと考えられている。

［2］本条違反

本条第 2項違反については罰則の定めはない。
労働協約、就業規則または労働契約の遵守義務違反が同時に本法各条に
違反するものである場合はあり得る（昭23.7.13 基発1016号、昭63.3.14 基
発150号）。しかし、「労働協約、就業規則または労働契約の履行に関する
争いが、労基法の規定に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積
極的な措置をなすべきものではなく、当事者間の交渉により、またはあっ
せん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において処理されるべ
きものであること」（前掲通達）とされている。

均等待遇　

第3条　使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし
て、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をして
はならない。




